
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2003－317961
(P2003－317961A)

(43)公開日 平成15年11月7日(2003.11.7)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �H�0�5�B 33/14    

   �G�0�9�F  9/30    338

   � � � �           365

   �H�0�1�L 21/336   

   � � � �  29/786   

   �H�0�5�B 33/14    A

   �G�0�9�F  9/30    338

   � � � �           365 Z

   �H�0�1�L 29/78    614

   � � � �           616 A

�3�K�0�0�7

�5�C�0�9�4

�5�F�1�1�0

審査請求 未請求 請求項の数 6　ＯＬ（全 18数）

(21)出願番号 特願2003－27199(P2003－27199)

(62)分割の表示 特願2000－124078(P2000－124078)の分割

(22)出願日 平成12年4月25日(2000.4.25)

(31)優先権主張番号 特願平11－119466

(32)優先日 平成11年4月27日(1999.4.27)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72)発明者 山内 幸夫

神奈川県厚木市長谷398番地  株式会社半導

体エネルギー研究所内

(72)発明者 福永 健司

神奈川県厚木市長谷398番地  株式会社半導

体エネルギー研究所内

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ＥＬ表示装置

(57)【要約】
【課題】  動作性能および信頼性の高いＥＬ表示装置を
提供する。
【解決手段】  画素内に形成されるスイッチング用ＴＦ
Ｔ４７０２のＬＤＤ領域はゲート電極に重ならないよう
に形成されており、オフ電流値の低減に重点をおいた構
造となっている。電流制御用ＴＦＴ４７０４及び電源制
御用ＴＦＴのＬＤＤ領域４７０７は、ゲート電極に一部
が重なるように形成され、ホットキャリア注入の防止と
オフ電流値の低減に重点をおいた構造となっている。こ
のように、求める機能に応じて、同一基板に異なる構造
のＴＦＴを配置することで、ＥＬ表示装置全体の動作性
能及び信頼性を高める。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】スイッチング用の第１のＴＦＴ、電流制御
用の第２のＴＦＴ、前記第２のＴＦＴに直列に接続され
た電源制御用の第３のＴＦＴ、及び前記第３のＴＦＴに
接続されたＥＬ素子を一画素内に有するＥＬ表示装置に
おいて、
前記第１のＴＦＴのＬＤＤ領域は、ゲート絶縁膜を挟ん
でゲート電極に重ならないように形成され、
前記第２のＴＦＴ及び第３のＴＦＴのＬＤＤ領域は、ゲ
ート絶縁膜を挟んでゲート電極に一部若しくは全部が重
なるように形成されていることを特徴とするＥＬ表示装
置。
【請求項２】スイッチング用の第１のＴＦＴ、電流制御
用の第２のＴＦＴ、前記第２のＴＦＴに直列に接続され
た電源制御用の第３のＴＦＴ、及び前記第３のＴＦＴに
接続されたＥＬ素子を一画素内に有するＥＬ表示装置に
おいて、
前記第１のＴＦＴのＬＤＤ領域は、ゲート絶縁膜を挟ん
でゲート電極に一部が重なるように形成され、
前記第２のＴＦＴ及び第３のＴＦＴのＬＤＤ領域は、ゲ
ート絶縁膜を挟んでゲート電極に一部若しくは全部が重
なるように形成されていることを特徴とするＥＬ表示装
置。
【請求項３】スイッチング用の第１のＴＦＴ、電流制御
用の第２のＴＦＴ、前記第２のＴＦＴのゲートに接続さ
れた消去用の第３のＴＦＴ、及び前記第２のＴＦＴに接
続されたＥＬ素子を一画素内に有するＥＬ表示装置にお
いて、
前記第１のＴＦＴ及び第３のＴＦＴのＬＤＤ領域は、ゲ
ート絶縁膜を挟んでゲート電極に重ならないように形成
され、
前記第２のＴＦＴのＬＤＤ領域は、ゲート絶縁膜を挟ん
でゲート電極に一部若しくは全部が重なるように形成さ
れていることを特徴とするＥＬ表示装置。
【請求項４】スイッチング用の第１のＴＦＴ、電流制御
用の第２のＴＦＴ、前記第２のＴＦＴのゲートに接続さ
れた消去用の第３のＴＦＴ、及び前記第２のＴＦＴに接
続されたＥＬ素子を一画素内に有するＥＬ表示装置にお
いて、
前記第１のＴＦＴ及び第３のＴＦＴのＬＤＤ領域は、ゲ
ート絶縁膜を挟んでゲート電極に重ならないように形成
され、
前記第２のＴＦＴのＬＤＤ領域は、ゲート絶縁膜を挟ん
でゲート電極に一部若しくは全部が重なるように形成さ
れていることを特徴とするＥＬ表示装置。
【請求項５】情報表示用ディスプレイ、ビデオカメラ、
デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ、ナビゲーシ
ョンシステム、音楽再生装置、ノート型パーソナルコン
ピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末又は画像再生装置
の表示部に用いられたことを特徴とする請求項１乃至請
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求項４のいずれか一に記載のＥＬ表示装置。
【請求項６】請求項１乃至請求項４のいずれか一に記載
のＥＬ表示装置を表示部に用いたことを特徴とする電子
器具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本願発明は半導体素子（半導
体薄膜を用いた素子）を基板上に作り込んで形成された
電子装置およびその電子装置を表示部として用いた電気
器具に関する。特に、本発明は電子装置としてＥＬ（エ
レクトロルミネッセンス）表示装置に実施することが有
効な技術である。
【０００２】
【従来の技術】近年、基板上にＴＦＴを形成する技術が
大幅に進歩し、アクティブマトリクス型表示装置への応
用開発が進められている。特に、ポリシリコン膜を用い
たＴＦＴは、従来のアモルファスシリコン膜を用いたＴ
ＦＴよりも電界効果移動度（モビリティともいう）が高
いので、高速動作が可能である。そのため、従来、基板
外の駆動回路で行っていた画素の制御を、画素と同一の
基板（絶縁体）上に形成した駆動回路で行うことが可能
となっている。
【０００３】このようなアクティブマトリクス型表示装
置は、同一基板上に様々な回路や素子を作り込むことで
製造コストの低減、表示装置の小型化、歩留まりの上
昇、スループットの低減など、様々な利点が得られると
して注目されている。
【０００４】しかし、アクティブマトリクス型表示装置
の基板上には様々な機能を有する回路や素子部が形成さ
れる。従って、回路又は素子をＴＦＴで形成するにあた
って、それぞれの回路又は素子が必要とするＴＦＴの性
能も異なってくる。例えば、タイミング信号を形成する
シフトレジスタなどには動作速度の早いＴＦＴが求めら
れ、電荷蓄積のためのスイッチング素子にはオフ電流値
（ＴＦＴがオフ動作にある時に流れるドレイン電流値）
の十分に低いＴＦＴが求められる。
【０００５】このような場合、同一構造のＴＦＴだけで
は全ての回路又は素子が求める性能を確保することが困
難となり、アクティブマトリクス型表示装置の性能を向
上させる上で大きな弊害となる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】本発明は同一の絶縁体
上に画素部と駆動回路部とを有するアクティブマトリク
ス型の電子装置において、ＴＦＴで形成される回路又は
素子が求める性能に応じて適切な構造のＴＦＴを用い、
動作性能及び信頼性の高い電子装置を提供することを課
題とする。
【０００７】そして、電子装置（特にアクティブマトリ
クス型ＥＬ表示装置）の画質を向上させることにより、
それを表示部（表示用ディスプレイ）として用いた電子
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機器（電気器具）の品質を向上させることを課題とす
る。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記問題点を解決するた
めに本発明では、ＥＬ表示装置の各画素に含まれる素子
が求める機能を鑑みて、最適な構造のＴＦＴを割り当て
ることを主旨としている。即ち、同一画素内に異なる構
造のＴＦＴが存在することになる。
【０００９】具体的には、オフ電流値を十分に低くさせ
ることを最重要課題とする素子（スイッチング用素子な
ど）は、動作速度よりもオフ電流値を低減させることに
重点を置いたＴＦＴ構造が望ましい。また、大電流を流
すことを最重要課題とする素子（電流制御用素子など）
は、オフ電流値を低減させることよりも、大電流を流す
こと及びそれと同時に顕著な問題となるホットキャリア
注入による劣化を抑制することに重点を置いたＴＦＴ構
造が望ましい。
【００１０】本発明は、同一の絶縁体上で上記のような
ＴＦＴの使い分けを行うことによって、ＥＬ表示装置の
動作性能の向上と信頼性の向上とを可能とする。なお、
本発明の思想は、画素部に限ったものではなく、画素部
およびその画素部を駆動する駆動回路部を含めてＴＦＴ
構造の最適化を図る点にも特徴がある。
【００１１】
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について、図
１、図２を用いて説明する。図１に示したのは本発明で
あるＥＬ表示装置の画素の断面図であり、図２（Ａ）は
その上面図、図２（Ｂ）はその回路構成である。実際に
はこのような画素がマトリクス状に複数配列されて画素
部（画像表示部）が形成される。
【００１２】なお、図１の断面図は図２（Ａ）に示した
上面図においてＡ－Ａ’で切断した切断面を示してい
る。ここでは図１及び図２で共通の符号を用いているの
で、適宜両図面を参照すると良い。また、図２の上面図
では二つの画素を図示しているが、どちらも同じ構造で
ある。
【００１３】図１において、１１は基板、１２は下地膜
（絶縁体）である。基板１１としてはガラス基板、ガラ
スセラミックス基板、石英基板、シリコン基板、セラミ
ックス基板、金属基板若しくはプラスチック基板（プラ
スチックフィルムも含む）を用いることができる。
【００１４】また、下地膜１２は特に可動イオンを含む
基板や導電性を有する基板を用いる場合に有効である
が、石英基板には設けなくても構わない。下地膜１２と
しては、珪素（シリコン）を含む絶縁膜を設ければ良
い。なお、本明細書において「珪素を含む絶縁膜」と
は、具体的には酸化珪素膜、窒化珪素膜若しくは窒化酸
化珪素膜（ＳｉＯｘＮｙで示される）など珪素、酸素若
しくは窒素を所定の割合で含む絶縁膜を指す。
【００１５】ここでは画素内に二つのＴＦＴを形成して
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いる。２０１はスイッチング素子として機能するＴＦＴ
（以下、スイッチング用ＴＦＴという）、２０２はＥＬ
素子へ流す電流量を制御するＴＦＴ（以下、電流制御用
ＴＦＴという）であり、どちらもｎチャネル型ＴＦＴで
形成されている。
【００１６】スイッチング用ＴＦＴ２０１は、ソース領
域１３、ドレイン領域１４、ＬＤＤ領域１５a～１５d、
高濃度不純物領域１６及びチャネル形成領域１７a、１
７bを含む活性層、ゲート絶縁膜１８、ゲート電極１９
a、ゲート電極１９b、第１層間絶縁膜２０、ソース配線
２１並びにドレイン配線２２を有して形成される。な
お、図２に示すようにゲート電極１９a、１９bは同一の
ゲート配線２１１を幹としたダブルゲート構造となって
いる。
【００１７】活性層は結晶構造を含む半導体膜で形成さ
れる。即ち、単結晶半導体膜でも良いし、多結晶半導体
膜や微結晶半導体膜でも良い。また、ゲート絶縁膜１８
は珪素を含む絶縁膜で形成すれば良い。また、ゲート電
極、ソース配線若しくはドレイン配線としてはあらゆる
導電膜を用いることができる。
【００１８】また、スイッチング用ＴＦＴ２０１には保
持容量（ストレーシ゛キャハ゜シタ）２０３が接続されている（図２
参照）。保持容量２０３は、ドレイン領域１４と電気的
に接続された容量形成用半導体領域２３とゲート絶縁膜
１８（保持容量２０３を形成する領域では容量形成用の
誘電体として機能する）と容量形成用電極２４とで形成
される。なお、接続配線２５は、容量形成用電極２４に
固定電位（ここでは接地電位）を与えるための配線であ
り、ソース配線２１やドレイン配線２２と同時に形成さ
れ、電流供給線２１２に接続されている。
【００１９】この時、スイッチング用ＴＦＴ２０１にお
いては、ＬＤＤ領域１５a～１５dは、ゲート絶縁膜１８
を挟んでゲート電極１９a、ゲート電極１９bに重ならな
いように設ける。このような構造は一般的にＬＤＤ構造
と呼ばれている。
【００２０】スイッチング用ＴＦＴ２０１は、選択時に
ビデオ信号（画像情報を含む信号）に対応する電荷を保
持容量２０３へと蓄積する。そして非選択時は常にその
電荷を保持しなければならないので、オフ電流値による
電荷漏れは極力防がなければならない。そういった意味
で、スイッチング用ＴＦＴ２０１はオフ電流値を低減す
ることを最重要課題として設計しなければならない。
【００２１】なお、チャネル形成領域とＬＤＤ領域との
間にオフセット領域（チャネル形成領域と同一組成の半
導体層でなり、ゲート電圧が印加されない領域）を設け
ることはオフ電流値を下げる上でさらに好ましい。ま
た、二つ以上のゲート電極を有するマルチゲート構造の
場合、チャネル形成領域の間に設けられた高濃度不純物
領域がオフ電流値の低減に効果的である。なお、本実施
例のようにマルチゲート構造とすることが望ましいが、
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シングルゲート構造とすることもできる。
【００２２】次に、電流制御用ＴＦＴ２０２は、ソース
領域３１、ドレイン領域３２、ＬＤＤ領域３３及びチャ
ネル形成領域３４を含む活性層、ゲート絶縁膜１８、ゲ
ート電極３５、第１層間絶縁膜２０、ソース配線３６並
びにドレイン配線３７を有して形成される。なお、ゲー
ト電極３５はシングルゲート構造となっているが、マル
チゲート構造であっても良い。
【００２３】図２に示すように、ゲート電極３５はスイ
ッチング用ＴＦＴ２０１のドレイン領域１４とドレイン
配線（接続配線とも言える）２２を介して電気的に接続
されている。また、ソース配線３６は接続配線２５と一
体化しており、同様にして電流供給線２１２に接続され
る。
【００２４】この電流制御用ＴＦＴ２０２の特徴は、ド
レイン領域３２とチャネル形成領域３４との間にＬＤＤ
領域３３が設けられ、且つ、ＬＤＤ領域３３がゲート絶
縁膜１８を挟んでゲート電極３５に重なっている領域と
重なっていない領域とを有する点である。
【００２５】電流制御用ＴＦＴ２０２は、ＥＬ素子２０
４を発光させるための電流を供給すると同時に、その供
給量を制御して階調表示を可能とする。そのため、大電
流を流しても劣化しないようにホットキャリア注入によ
る劣化対策を講じておく必要がある。また、黒色を表示
する際は、電流制御用ＴＦＴ２０２をオフ状態にしてお
くが、その際、オフ電流値が高いときれいな黒色表示が
できなくなり、コントラストの低下を招く。従って、オ
フ電流値も抑える必要がある。
【００２６】ホットキャリア注入による劣化に関して
は、ゲート電極に対してＬＤＤ領域が重なった構造が非
常に効果的であることが知られている。しかしながら、
ＬＤＤ領域全体をゲート電極に重ねてしまうとオフ電流
値が増加してしまうため、本発明者らはゲート電極に重
ならないＬＤＤ領域を設けるという新規な構造によっ
て、ホットキャリア対策とオフ電流値対策とを同時に解
決している。
【００２７】この時、ゲート電極に重なったＬＤＤ領域
の長さは０．１～３μm（好ましくは０．３～１．５μ
m）にすれば良い。長すぎては寄生容量を大きくしてし
まい、短すぎてはホットキャリアを防止する効果が弱く
なってしまう。また、ゲート電極に重ならないＬＤＤ領
域の長さは１．０～３．５μｍ（好ましくは１．５～
２．０μｍ）にすれば良い。長すぎると十分な電流を流
せなくなり、短すぎるとオフ電流値を低減する効果が弱
くなる。
【００２８】また、上記構造においてゲート電極とＬＤ
Ｄ領域とが重なった領域では寄生容量が形成されてしま
うため、ソース領域３１とチャネル形成領域３４との間
には設けない方が好ましい。電流制御用ＴＦＴはキャリ
ア（ここでは電子）の流れる方向が常に同一であるの
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で、ドレイン領域側のみにＬＤＤ領域を設けておけば十
分である。
【００２９】以上のように、画素内には機能に応じて異
なる二種類の構造のＴＦＴが配置されている。なお、こ
こで示した例では、スイッチング用ＴＦＴ２０１、電流
制御用ＴＦＴ２０２共にｎチャネル型ＴＦＴで形成され
ている。ｎチャネル型ＴＦＴはＴＦＴサイズがｐチャネ
ル型ＴＦＴよりも小さくできるので、ＥＬ素子の有効発
光面積を大きくする上で非常に有利である。
【００３０】ｐチャネル型ＴＦＴはホットキャリア注入
が殆ど問題にならず、オフ電流値が低いといった利点が
あって、スイッチング用ＴＦＴとして用いる例や電流制
御用ＴＦＴとして用いる例が既に報告されている。しか
しながら本願発明では、ＬＤＤ領域の位置を異ならせた
構造とすることでｎチャネル型ＴＦＴにおいてもホット
キャリア注入の問題とオフ電流値の問題を解決し、全て
の画素内のＴＦＴ全てをｎチャネル型ＴＦＴとしている
点にも特徴がある。
【００３１】また、４１はパッシベーション膜であり、
窒化珪素膜若しくは窒化酸化珪素膜を用いる。４２はカ
ラーフィルター、４３は蛍光体（蛍光色素層ともいう）
である。どちらも同色の組み合わせで、赤（Ｒ）、緑
（Ｇ）若しくは青（Ｂ）の色素を含む。カラーフィルタ
ー４２は色純度を向上させるために設け、蛍光体４２は
色変換を行うために設けられる。
【００３２】なお、ＥＬ表示装置には大きく分けて四つ
のカラー化表示方式があり、ＲＧＢに対応した三種類の
ＥＬ素子を形成する方式、白色発光のＥＬ素子とカラー
フィルターを組み合わせた方式、青色発光のＥＬ素子と
蛍光体（蛍光性の色変換層：ＣＣＭ）とを組み合わせた
方式、陰極（対向電極）に透明電極を使用してＲＧＢに
対応したＥＬ素子を重ねる方式、がある。
【００３３】図１の構造は青色発光のＥＬ素子と蛍光体
とを組み合わせた方式を用いた場合の例である。ここで
はＥＬ素子２０４として青色発光の発光層を用いて紫外
光を含む青色領域の波長をもつ光を形成し、その光によ
って蛍光体４３を励起して赤、緑若しくは青の光を発生
させる。そしてカラーフィルター４２で色純度を上げて
出力する。
【００３４】但し、本願発明は発光方式に関わらず実施
することが可能であり、上記四つの全ての方式を本願発
明に用いることができる。
【００３５】また、カラーフィルター４２、蛍光体４２
を形成した後で、第２層間絶縁膜４３で平坦化を行う。
第２層間絶縁膜４４としては、有機樹脂膜が好ましく、
ポリイミド、アクリル樹脂もしくはＢＣＢ（ベンゾシク
ロブテン）を用いると良い。勿論、十分な平坦化が可能
であれば、無機膜を用いても良い。
【００３６】４５は透明導電膜でなる画素電極（ＥＬ素
子の陽極）であり、第２層間絶縁膜４４及びパッシベー
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ション膜４１にコンタクトホールを開けた後、電流制御
用ＴＦＴ２０２のドレイン配線３７に接続されるように
形成される。
【００３７】画素電極４５の上には、順次ＥＬ層（有機
材料が好ましい）４６、陰極４７、保護電極４８が形成
される。ＥＬ層４６は単層又は積層構造で用いることが
できるが、積層構造で用いる場合が多い。ＥＬ層として
は、発光層以外に電子輸送層や正孔輸送層を組み合わせ
て様々な積層構造が提案されているが、本発明はいずれ
の構造であっても良い。
【００３８】また、陰極４７としては、仕事関数の小さ
いマグネシウム（Ｍｇ）、リチウム（Ｌｉ）若しくはカ
ルシウム（Ｃａ）を含む材料を用いる。好ましくはＭｇ
Ａｇ電極を用いれば良い。また、保護電極４８は陰極４
７を外部の湿気から保護膜するために設けられる電極で
あり、アルミニウム（Ａｌ）若しくは銀（Ａｇ）を含む
材料が用いられる。
【００３９】なお、ＥＬ層４６及び陰極４７は大気解放
せずに連続形成することが望ましい。即ち、ＥＬ層や陰
極がどのような積層構造であっても全て連続形成するこ
とが望ましい。これはＥＬ層として有機材料を用いる場
合、水分に非常に弱いため、大気解放した時の吸湿を避
けるためである。さらに、ＥＬ層４６及び陰極４７だけ
でなく、その上の保護電極４８まで連続形成するとさら
に良い。
【００４０】本発明のＥＬ表示装置は以上のような構造
の画素からなる画素部を有し、画素内において機能に応
じて構造の異なるＴＦＴが配置されている。これにより
オフ電流値の十分に低いスイッチング用ＴＦＴと、ホッ
トキャリア注入に強い電流制御用ＴＦＴとが同じ画素内
に形成でき、高い信頼性を有し、良好な画像表示が可能
なＥＬ表示装置が形成できる。
【００４１】また、本発明はＥＬ表示装置の画素部に限
らず、駆動回路部と画素部とを同一基板上に形成したア
クティブマトリクス型ＥＬ表示装置の駆動回路部につい
ても同様のことが言える。即ち、駆動回路部と画素部す
べてにおいて、回路若しくは素子が求める機能に応じて
異なる構造のＴＦＴを配置する点は本発明の主旨の一つ
である。
【００４２】また、上記駆動回路部若しくは画素部以外
に、その他の信号処理回路をも形成する場合にも本発明
は実施しうる。その他の信号処理回路としては、信号分
割回路、Ｄ／Ａコンバータ、γ補正回路、昇圧回路もし
くは差動増幅回路が挙げられる。
【００４３】以上の構成でなる本発明について、以下に
示す実施例でもってさらに詳細な説明を行うこととす
る。
【００４４】〔実施例１〕本発明の実施例について図３
～図５を用いて説明する。ここでは、画素部とその周辺
に設けられる駆動回路部のＴＦＴを同時に作製する方法
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について説明する。但し、説明を簡単にするために、駆
動回路に関しては基本回路であるＣＭＯＳ回路を図示す
ることとする。
【００４５】まず、図３（Ａ）に示すように、ガラス基
板３００上に下地膜３０１を３００ｎｍの厚さに形成す
る。本実施例では下地膜３０１として窒化酸化珪素膜を
積層して用いる。この時、ガラス基板３００に接する方
の窒素濃度を１０～２５ｗｔ％としておくと良い。
【００４６】次に下地膜３０１の上に５０ｎｍの厚さの
非晶質珪素膜（図示せず）を公知の成膜法で形成する。
なお、非晶質珪素膜に限定する必要はなく、非晶質構造
を含む半導体膜（微結晶半導体膜を含む）であれば良
い。さらに非晶質シリコンゲルマニウム膜などの非晶質
構造を含む化合物半導体膜でも良い。また、膜厚は２０
～１００ｎｍの厚さであれば良い。
【００４７】そして、公知の技術により非晶質珪素膜を
結晶化し、結晶質珪素膜（多結晶シリコン膜若しくはポ
リシリコン膜ともいう）３０２を形成する。公知の結晶
化方法としては、電熱炉を使用した熱結晶化方法、レー
ザー光を用いたレーザーアニール結晶化法、赤外光を用
いたランプアニール結晶化法がある。本実施例では、Ｘ
ｅＣｌガスを用いたエキシマレーザー光を用いて結晶化
する。
【００４８】なお、本実施例では線状に加工したパルス
発振型のエキシマレーザー光を用いるが、矩形であって
も良いし、連続発振型のアルゴンレーザー光や連続発振
型のエキシマレーザー光を用いることもできる。
【００４９】次に、図３（Ｂ）に示すように、結晶質珪
素膜３０２上に酸化珪素膜でなる保護膜３０３を１３０
ｎｍの厚さに形成する。この厚さは１００～２００ｎｍ
（好ましくは１３０～１７０ｎｍ）の範囲で選べば良
い。また、珪素を含む絶縁膜であれば他の膜でも良い。
この保護膜３０３は不純物を添加する際に結晶質珪素膜
が直接プラズマに曝されないようにするためと、微妙な
濃度制御を可能にするために設ける。
【００５０】そして、その上にレジストマスク３０４a
～３０４cを形成し、保護膜３０３を介してｎ型を付与
する不純物元素（以下、ｎ型不純物元素という）を添加
する。なお、ｎ型不純物元素としては、代表的には１５
族に属する元素、典型的にはリン又は砒素を用いること
ができる。なお、本実施例ではフォスフィン（ＰＨ

3
）

を質量分離しないでプラズマ励起したプラズマドーピン
グ法を用い、リンを１×１０18atoms/cm3の濃度で添加
する。勿論、質量分離を行うイオンインプランテーショ
ン法を用いても良い。
【００５１】この工程により形成されるｎ型不純物領域
３０５～３０７には、ｎ型不純物元素が２×１０16～５
×１０19atoms/cm3（代表的には５×１０17～５×１０
18atoms/cm3）の濃度で含まれるようにドーズ量を調節
する。なお、ｎ型不純物領域３０６は図１に示した容量
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形成用半導体領域２３に相当する。
【００５２】次に、図３（Ｃ）に示すように、保護膜３
０３を除去し、添加した１５族に属する元素の活性化を
行う。活性化手段は公知の技術を用いれば良いが、本実
施例ではエキシマレーザー光の照射により活性化する。
勿論、パルス発振型でも連続発振型でも良いし、エキシ
マレーザー光に限定する必要はない。但し、添加された
不純物元素の活性化が目的であるので、結晶質珪素膜が
溶融しない程度のエネルギーで照射することが好まし
い。なお、保護膜３０３をつけたままレーザー光を照射
しても良い。
【００５３】なお、このレーザー光による不純物元素の
活性化に際して、ファーネスアニールまたはランプアニ
ールによる活性化を併用しても構わない。ファーネスア
ニールによる活性化を行う場合は、基板の耐熱性を考慮
して４５０～５５０℃程度の熱処理を行えば良い。ま
た、ファーネスアニールまたはランプアニールのみで活
性化を行っても良い。
【００５４】この工程によりｎ型不純物領域３０５～３
０７の端部、即ち、ｎ型不純物領域３０５～３０７の周
囲に存在するｎ型不純物元素を添加していない領域との
境界部（接合部）が明確になる。このことは、後にＴＦ
Ｔが完成した時点において、ＬＤＤ領域とチャネル形成
領域とが非常に良好な接合部を形成しうることを意味す
る。
【００５５】次に、図３（Ｄ）に示すように、結晶質珪
素膜の不要な部分を除去して、島状の半導体膜（以下、
活性層という）３０８～３１１を形成する。
【００５６】次に、図３（Ｅ）に示すように、活性層３
０８～３１１を覆ってゲート絶縁膜３１２を形成する。
ゲート絶縁膜３１２としては、１０～２００ｎｍ、好ま
しくは５０～１５０ｎｍの厚さの珪素を含む絶縁膜を用
いれば良い。これは単層構造でも積層構造でも良い。本
実施例では１１０ｎｍ厚の窒化酸化珪素膜を用いる。
【００５７】次に、２００～４００ｎｍ厚の導電膜を形
成し、パターニングしてゲート電極３１３～３１７と容
量形成用電極３１８を形成する。なお、本明細書ではゲ
ート電極とゲート配線とを区別して説明する場合がある
が、電極として機能する部分をゲート電極と呼んでいる
だけであり、ゲート配線にゲート電極は含まれていると
考えて良い。このことは容量形成用電極も同様であり、
電極として機能していない部分は容量形成用配線と呼べ
ば良い。
【００５８】また、ゲート電極は単層の導電膜で形成し
ても良いが、必要に応じて二層、三層といった積層膜と
することが好ましい。ゲート電極の材料としては公知の
あらゆる導電膜を用いることができる。
【００５９】具体的には、タンタル（Ｔａ）、チタン
（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、
クロム（Ｃｒ）もしくは導電性を有するシリコン（Ｓ
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ｉ）を含む薄膜、またはそれらを窒化した薄膜（代表的
には窒化タンタル膜、窒化タングステン膜もしくは窒化
チタン膜）、または上記元素を組み合わせた合金膜（代
表的にはＭｏ－Ｗ合金もしくはＭｏ－Ｔａ合金）、また
は上記元素を含むシリサイド膜（代表的にはタングステ
ンシリサイド膜もしくはチタンシリサイド膜）を用いる
ことができる。勿論、これらを単層で用いても積層して
用いても良い。
【００６０】本実施例では、５０ｎｍ厚の窒化タンタル
（ＴａＮ）膜と、３５０ｎｍ厚のＴａ膜とでなる積層膜
を用いる。これはスパッタ法で形成すれば良い。また、
スパッタガスとしてＸｅ、Ｎｅ等の不活性ガスを添加す
ると応力による膜はがれを防止することができる。
【００６１】またこの時、ゲート電極３１４、３１７は
それぞれｎ型不純物領域３０５、３０７の一部とゲート
絶縁膜３１２を挟んで重なるように形成する。この重な
った部分が後にゲート電極に重なったＬＤＤ領域とな
る。なお、ゲート電極３１５、３１６は断面では二つに
見えるが、実際は連続的に繋がった一つのパターンから
形成されている。
【００６２】また、ｎ型不純物領域３０６の上にはゲー
ト絶縁膜３１２を挟んで容量形成用電極３１８が形成さ
れる。この時、ゲート絶縁膜３１２として設けられた絶
縁膜は、ここで保持容量の誘電体として用いられ、ｎ型
不純物領域（容量形成用半導体領域）３０６、ゲート絶
縁膜３１２及び容量形成用電極３１８からなる保持容量
が形成される。
【００６３】次に、図４（Ａ）に示すように、ゲート電
極３１３～３１７及び容量形成用電極３１８をマスクと
して自己整合的にｎ型不純物元素（本実施例ではリン）
を添加する。こうして形成される不純物領域３１９～３
２５にはｎ型不純物領域３０５～３０７の１／２～１／
１０（代表的には１／３～１／４）の濃度でリンが添加
されるように調節する。具体的には、１×１０16～５×
１０18atoms/cm3（典型的には３×１０17～３×１０18a
toms/cm3）の濃度が好ましい。
【００６４】次に、図４（Ｂ）に示すように、ゲート電
極等を覆う形でレジストマスク３２６a～３２６cを形成
し、ｎ型不純物元素（本実施例ではリン）を添加して高
濃度にリンを含む不純物領域３２７～３３４を形成す
る。ここでもフォスフィン（ＰＨ

3
）を用いたイオンド

ープ法で行い、この領域のリンの濃度は１×１０20～１
×１０21atoms/cm3（代表的には２×１０20～５×１０
21atoms/cm3）となるように調節する。
【００６５】この工程によってｎチャネル型ＴＦＴのソ
ース領域若しくはドレイン領域が形成されるが、スイッ
チング用ＴＦＴは、図４（Ａ）の工程で形成したｎ型不
純物領域３２２～３２４の一部を残す。この残された領
域が、図１におけるスイッチング用ＴＦＴのＬＤＤ領域
１５a～１５dに対応する。



(7) 特開２００３－３１７９６１

10

20

30

40

50

11
【００６６】次に、図４（Ｃ）に示すように、レジスト
マスク３２６a～３２６cを除去し、新たにレジストマス
ク３２５を形成する。そして、ｐ型不純物元素（本実施
例ではボロン）を添加し、高濃度にボロンを含む不純物
領域３３６、３３７を形成する。ここではジボラン（Ｂ

2
Ｈ

6
）を用いたイオンドープ法により３×１０20～３×

１０21atoms/cm3（代表的には５×１０20～１×１０21a
toms/cm3ノ）濃度となるようにボロンを添加する。
【００６７】なお、不純物領域３１９、３２０には既に
１×１０20～１×１０21atoms/cm3の濃度でリンが添加
されているが、ここで添加されるボロンはその少なくと
も３倍以上の濃度で添加される。そのため、予め形成さ
れていたｎ型の不純物領域は完全にＰ型に反転し、Ｐ型
の不純物領域として機能する。
【００６８】次に、図４（Ｄ）に示すように、レジスト
マスク３３５を除去した後、第１層間絶縁膜３３８を形
成する。第１層間絶縁膜３３８としては、珪素を含む絶
縁膜を単層で用いるか、珪素を含む絶縁膜を組み合わせ
た積層膜を用いれば良い。また、膜厚は４００ｎｍ～
１．５μmとすれば良い。本実施例では、２００ｎｍ厚
の窒化酸化珪素膜の上に８００ｎｍ厚の酸化珪素膜を積
層した構造とする。
【００６９】その後、それぞれの濃度で添加されたｎ型
またはｐ型不純物元素を活性化する。活性化手段として
は、ファーネスアニール法、レーザーアニール法、また
はランプアニール法で行うことができる。本実施例では
電熱炉において窒素雰囲気中、５５０℃、４時間の熱処
理を行う。
【００７０】さらに、３～１００％の水素を含む雰囲気
中で、３００～４５０℃で１～１２時間の熱処理を行い
水素化処理を行う。この工程は熱的に励起された水素に
より半導体膜の不対結合手を水素終端する工程である。
水素化の他の手段として、プラズマ水素化（プラズマに
より励起された水素を用いる）を行っても良い。
【００７１】なお、水素化処理は第１層間絶縁膜３３８
を形成する間に入れても良い。即ち、２００ｎｍ厚の窒
化酸化珪素膜を形成した後で上記のように水素化処理を
行い、その後で残り８００ｎｍ厚の酸化珪素膜を形成し
ても構わない。
【００７２】次に、図５（Ａ）に示すように、第１層間
絶縁膜３３８に対してコンタクトホールを形成し、ソー
ス配線３３９～３４２、ドレイン配線３４３～３４５お
よび接続配線３４６を形成する。なお、本実施例ではこ
れらの配線を、Ｔｉ膜を１００ｎｍ、Ｔｉを含むアルミ
ニウム膜を３００ｎｍ、Ｔｉ膜１５０ｎｍをスパッタ法
で連続形成した３層構造の積層膜とする。勿論、他の導
電膜を用いても良い。
【００７３】次に、５０～５００ｎｍ（代表的には２０
０～３００ｎｍ）の厚さでパッシベーション膜３４７を
形成する。本実施例ではパッシベーション膜３４７とし
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て３００ｎｍ厚の窒化酸化珪素膜を用いる。これは窒化
珪素膜で代用しても良い。
【００７４】この時、窒化酸化珪素膜の形成に先立って
Ｈ
2
、ＮＨ

3
等水素を含むガスを用いてプラズマ処理を行

うことは有効である。この前処理により励起された水素
が第１層間絶縁膜３３８に供給され、熱処理を行うこと
で、パッシベーション膜３４７の膜質が改善される。そ
れと同時に、第１層間絶縁膜３３８に添加された水素が
下層側に拡散するため、効果的に活性層を水素化するこ
とができる。
【００７５】次に、図５（Ｂ）に示すように、カラーフ
ィルター３４８と蛍光体３４９を形成する。これらの材
料は公知のものを用いれば良い。また、これらは別々に
パターニングして形成しても良いし、連続的に形成して
一括でパターニングして形成しても良い。それぞれの膜
厚は０．５～５μm（典型的には１～２μm）の範囲で選
択する。特に、蛍光体３４９は用いる材料によって最適
な膜厚が異なる。即ち、薄すぎると色変換効率が悪くな
り、厚すぎると段差が大きくなる上に光の透過光量が落
ちてしまう。従って、両特性の兼ね合いで最適な膜厚を
決定しなければならない。
【００７６】なお、本実施例ではＥＬ層から発生した光
を色変換するカラー化方式を例にとって説明している
が、ＲＧＢに対応するＥＬ層を個別に作製する方式を採
用する場合は、カラーフィルターや蛍光体を省略するこ
ともできる。
【００７７】次に、有機樹脂からなる第２層間絶縁膜３
５０を形成する。有機樹脂としてはポリイミド、ポリア
ミド、アクリル樹脂もしくはＢＣＢ（ベンゾシクロブテ
ン）を使用することができる。特に、第２層間絶縁膜は
平坦化の意味合いが強いので、平坦性に優れたアクリル
樹脂が好ましい。本実施例ではカラーフィルター３４８
及び蛍光体３４９の段差を平坦化しうる膜厚でアクリル
樹脂を形成する。
【００７８】次に、第２層間絶縁膜３５０、パッシベー
ション膜３４７にドレイン配線３４５に達するコンタク
トホールを形成し、画素電極３５１を形成する。本実施
例では酸化インジウムと酸化スズとの化合物からなる導
電膜（ＩＴＯ膜）を１１０ｎｍの厚さに形成し、パター
ニングを行って画素電極とする。この画素電極がＥＬ素
子の陽極となる。
【００７９】次に、図５（Ｃ）に示すように、ＥＬ層３
５２、陰極（ＭｇＡｇ電極）３５３、保護電極３５４を
大気解放しないで連続形成する。但し、ＥＬ層３５２と
しては公知の材料を用いることができる。公知の材料と
しては、有機材料が知られており、駆動電圧を考慮する
と有機材料を用いるのが好ましい。本実施例では正孔注
入層、正孔輸送層、発光層及び電子注入層でなる４層構
造をＥＬ層とする。また、本実施例ではＥＬ素子の陰極
としてＭｇＡｇ電極を用いるが、公知の他の材料であっ



(8) 特開２００３－３１７９６１

10

20

30

40

50

13
ても良い。
【００８０】また、保護電極３５４はＭｇＡｇ電極３５
３の劣化を防ぐために設けられ、アルミニウム膜（アル
ミニウムを含む導電膜）が好適である。勿論、他の材料
でも良い。また、ＥＬ層３５２、ＭｇＡｇ電極３５３は
水分に弱いので、保護電極３５４までを大気解放しない
で連続的に形成し、外気からＥＬ層を保護することが望
ましい。
【００８１】なお、ＥＬ層３５２の膜厚は８００～２０
０ｎｍ（典型的には１００～１２０ｎｍ）、ＭｇＡｇ電
極の厚さは１８０～３００ｎｍ（典型的には２００～２
５０ｎｍ）とすれば良い。
【００８２】こうして図５（Ｃ）に示すような構造のア
クティブマトリクス型ＥＬ表示装置が完成する。なお、
実際には、図５（Ｃ）まで完成したら、さらに外気に曝
されないように気密性の高い保護フィルム（ラミネート
フィルム等）でパッケージすることが好ましい。その
際、保護フィルム内を不活性雰囲気にすることでＥＬ層
の信頼性が向上する。
【００８３】また、パッケージング処理により気密性を
高めたら、基板上に形成された素子又は回路から引き回
された端子と外部信号端子とを接続するためのコネクタ
ー（フレキシブルプリントサーキット：ＦＰＣ）を取り
付けて製品として完成する。このような状態のＥＬ表示
装置を本明細書中ではＥＬモジュールという。
【００８４】ところで、本実施例のアクティブマトリク
ス型ＥＬ表示装置は、駆動回路部及び画素部に最適な構
造のＴＦＴを配置することにより、非常に高い信頼性を
示し、動作特性も向上しうる。
【００８５】まず、ホットキャリア注入を低減させる構
造を有するＴＦＴを、駆動回路を形成するＣＭＯＳ回路
のｎチャネル型ＴＦＴ２０５として用いる。なお、ここ
でいう駆動回路としては、シフトレジスタ、バッファ、
レベルシフタ、サンプリング回路（サンプル及びホール
ド回路）などが含まれる。デジタル駆動を行う場合に
は、Ｄ／Ａコンバータもしくはラッチも含まれうる。
【００８６】本実施例の場合、図５（Ｃ）に示すよう
に、ｎチャネル型２０５の活性層は、ソース領域３５
５、ドレイン領域３５６、ＬＤＤ領域３５７及びチャネ
ル形成領域３５８を含み、ＬＤＤ領域３５７はゲート絶
縁膜３１２を挟んでゲート電極３１４に重なっている。
【００８７】ドレイン領域側のみにＬＤＤ領域を形成し
ているのは、動作速度を落とさないための配慮である。
また、このｎチャネル型ＴＦＴ２０５はオフ電流値をあ
まり気にする必要はなく、それよりも動作速度を重視し
た方が良い。従って、ＬＤＤ領域３５７は完全にゲート
電極に重ねてしまい、極力抵抗成分を少なくすることが
望ましい。即ち、いわゆるオフセットはなくした方がよ
い。
【００８８】また、ＣＭＯＳ回路のｐチャネル型ＴＦＴ
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２０６は、ホットキャリア注入による劣化が殆ど気にな
らないので、特にＬＤＤ領域を設けなくても良い。従っ
て、活性層はソース領域３５９、ドレイン領域３６０お
よびチャネル形成領域３６１を含む。勿論、ｎチャネル
型ＴＦＴ２０５と同様にＬＤＤ領域を設け、ホットキャ
リア対策を講じることも可能である。
【００８９】なお、駆動回路の中でもサンプリング回路
は他の回路と比べて少し特殊であり、チャネル形成領域
を双方向に大電流が流れる。即ち、ソース領域とドレイ
ン領域の役割が入れ替わるのである。さらに、オフ電流
値を極力低く抑える必要があり、そういった意味でスイ
ッチング用ＴＦＴと電流制御用ＴＦＴの中間程度の機能
を有するＴＦＴを配置することが望ましい。
【００９０】従って、サンプリング回路を形成するｎチ
ャネル型ＴＦＴは、図８に示すような構造のＴＦＴを配
置することが望ましい。図８に示すように、ＬＤＤ領域
７１a、７１bの一部がゲート絶縁膜７２を挟んでゲート
電極７３に重なる。この効果は電流制御用ＴＦＴ２０２
の説明で述べた通りであり、サンプリング回路の場合は
チャネル形成領域７４を挟む形で設ける点が異なる。
【００９１】また、図１に示したような構造の画素を形
成して画素部を形成している。画素内に形成されるスイ
ッチング用ＴＦＴ及び電流制御用ＴＦＴの構造について
は、図１で既に説明したのでここでの説明は省略する。
【００９２】〔実施例２〕本実施例では、アクティブマ
トリクス型ＥＬ表示装置の画素部を図１とは異なる構造
とした場合について説明する。
【００９３】まずスイッチング用ＴＦＴの構造を図１と
異ならせた例を図６（Ａ）に示す。但し、図６（Ａ）に
示した電流制御用ＴＦＴ２０２、保持容量２０３及びＥ
Ｌ素子２０４は実施例１と全く同じ構造であるので説明
は省略する。また、スイッチング用ＴＦＴについても必
要箇所のみに新たな符号をつけ、他の部分は図１の説明
をそのまま用いることとする。
【００９４】図１に示したスイッチング用ＴＦＴ２０１
と図６（Ａ）に示したスイッチング用ＴＦＴ２０７と
は、ＬＤＤ領域の形成位置が異なる。図１のＬＤＤ領域
１５a～１５dはゲート電極１９a、１９bに重ならないよ
うに形成されているが、本実施例では一部がゲート電極
に重なるように形成する。
【００９５】即ち、図６（Ａ）に示すように、スイッチ
ング用ＴＦＴ２０７のＬＤＤ領域５０a～５０dの一部
は、ゲート絶縁膜を挟んでゲート電極５１a、５１bに重
なっている。換言すれば、ＬＤＤ領域５０a～５０dはゲ
ート絶縁膜を挟んでゲート電極５１a、５１bに重なる領
域を有する。
【００９６】これによりオフ電流値を低減できるだけで
少なくし、ホットキャリア注入による劣化も防ぐことが
できる。但し、ゲート電極とＬＤＤ領域との間に寄生容
量を形成してしまうので、図１の構造に比べて若干動作
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速度が落ちる場合がある。しかしながら、その点を踏ま
えて設計すれば信頼性の高いスイッチング用ＴＦＴを形
成することが可能である。
【００９７】次に、電流制御用ＴＦＴの構造を図１と異
ならせた例を図６（Ｂ）に示す。但し、図６（Ｂ）に示
したスイッチング用ＴＦＴ２０１、保持容量２０３及び
ＥＬ素子２０４は実施例１と全く同じ構造であるので説
明は省略する。また、電流制御用ＴＦＴについても必要
箇所のみに新たな符号をつけ、他の部分は図１の説明を
そのまま用いることとする。
【００９８】図１に示した電流制御用ＴＦＴ２０２と図
６（Ｂ）に示した電流制御用ＴＦＴ２０８とは、ＬＤＤ
領域の形成位置が異なる。図１のＬＤＤ領域３３はゲー
ト電極３５に一部が重なるように形成されているが、本
実施例では完全にゲート電極に重なるように形成する。
【００９９】即ち、図６（Ｂ）に示すように、電流制御
用ＴＦＴ２０８のＬＤＤ領域５２は、ゲート絶縁膜を介
して完全にゲート電極５３に重なる。換言すれば、ＬＤ
Ｄ領域５２はゲート電極５３に重ならない領域を有して
いない。
【０１００】ビデオ（画像）信号の最低電圧が電流制御
用ＴＦＴのゲート電圧に印加されたとき、十分にオフ電
流値が低くなければＥＬ素子が発光してしまい、コント
ラストの低下を招く。図１の構造はそのときのオフ電流
値を下げるために、ゲート電極に重ならないＬＤＤ領域
を設けている。
【０１０１】しかしながら、ゲート電極に重ならないＬ
ＤＤ領域は抵抗成分として働くため、動作速度やオン電
流値をある程度落とすことになってしまう。従って、本
実施例のように設けない構造としてしまえば、そういっ
た抵抗成分を排除できるので、より大きな電流を流しや
すくなる。但し、前述のように、ビデオ（画像）信号の
最低電圧が電流制御用ＴＦＴのゲート電圧に印加された
とき、十分にオフ電流値が低いＴＦＴを用いることが前
提である。
【０１０２】なお、図６（Ａ）のスイッチング用ＴＦＴ
２０７と図６（Ｂ）の電流制御用ＴＦＴを組み合わせて
用いることも可能である。また、作製工程は実施例１を
参考にすれば良い。
【０１０３】〔実施例３〕本実施例では、画素の構成を
図２（Ｂ）に示した構成と異なるものとした例を図７に
示す。
【０１０４】本実施例では、図２（Ｂ）に示した二つの
画素を、接地電位を与えるための電流供給線２１２につ
いて対称となるように配置する。即ち、図７に示すよう
に、電流供給線２１３を隣接する二つの画素間で共通化
することで、必要とする配線の本数を低減する。なお、
画素内に配置されるＴＦＴ構造等はそのままで良い。
【０１０５】このような構成とすれば、より高精細な画
素部を作製することが可能となり、画像の品質が向上す

16
る。なお、本実施例の構成は実施例１の作製工程に従っ
て容易に実現可能であり、ＴＦＴ構造に関しては実施例
２と組み合わせても良い。
【０１０６】〔実施例４〕本実施例では、図１と異なる
構造の画素部を形成する場合について図９を用いて説明
する。なお、第２層間絶縁膜４４を形成する工程までは
実施例１に従えば良い。また、第２層間絶縁膜４４で覆
われたスイッチング用ＴＦＴ２０１、電流制御用ＴＦＴ
２０２及び保持容量２０３は図１と同じ構造であるの
で、説明は省略する。
【０１０７】本実施例の場合、第２層間絶縁膜４４に対
してコンタクトホールを形成したら、画素電極６０、陰
極６１及びＥＬ層６２を形成する。これらは、それぞれ
の材料を大気解放しないで連続形成し、一括でエッチン
グしてパターン形成を行えば良い。
【０１０８】本実施例では画素電極６０として、１５０
ｎｍ厚のアルミニウム合金膜（１wt%のチタンを含有し
たアルミニウム膜）を設ける。なお、画素電極の材料と
しては金属材料であれば如何なる材料でも良いが、反射
率の高い材料であることが好ましい。
【０１０９】また、陰極６１として２３０ｎｍ厚のＭｇ
Ａｇ電極を用い、ＥＬ層６２の膜厚は１２０ｎｍとす
る。なお、ＥＬ層６２の形成に関しては、実施例１で説
明した材料を用いれば良い。
【０１１０】次に、珪素を含む絶縁膜を２００～５００
ｎｍ（典型的には２５０～３００ｎｍ）の厚さに形成
し、パターニングによって開口部を有する保護膜６３を
形成する。そして、その上に透明導電膜（本実施例では
ＩＴＯ膜）からなる陽極６４を１１０ｎｍの厚さに形成
する。透明導電膜としては、他にも酸化インジウムと酸
化亜鉛との化合物、酸化スズ、酸化インジウムもしくは
酸化亜鉛を用いることができる。また、それらにガリウ
ムを添加したものを用いても良い。
【０１１１】さらに、陽極６４上に蛍光体６５及びカラ
ーフィルター６６を形成して、図９に示すような画素部
が完成する。
【０１１２】本実施例の構造とした場合、生成された
赤、緑若しくは青の光はＴＦＴが形成された基板とは反
対側に出射される。そのため、画素内のほぼ全域、即ち
ＴＦＴが形成された領域をも発光領域として用いること
ができる。その結果、画素の有効発光面積が大幅に向上
し、画像の明るさやコントラストが向上する。
【０１１３】なお、本実施例の構成は、実施例２、３の
いずれの構成とも自由に組み合わせることが可能であ
る。
【０１１４】〔実施例５〕実施例１では、結晶質珪素膜
３０２の形成手段としてレーザー結晶化を用いている
が、本実施例では異なる結晶化手段を用いる場合につい
て説明する。
【０１１５】本実施例では、非晶質珪素膜を形成した
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後、特開平７－１３０６５２号公報に記載された技術を
用いて結晶化を行う。同公報には、結晶化を促進（助
長）する触媒元素としてニッケルを用い、結晶性の高い
結晶質珪素膜を得る技術が開示されている。
【０１１６】また、結晶化工程が終了した後で、結晶化
に用いた触媒元素を除去する工程を行っても良い。その
場合、特開平１０－２７０３６３号若しくは特開平８－
３３０６０２号に記載された技術により触媒元素をゲッ
タリングすれば良い。
【０１１７】また、本出願人による特願平１１－０７６
９６７号の明細書に記載された技術を用いてＴＦＴを形
成しても良い。特願平１１－０７６９６７号の明細書で
は、図１とは異なる保持容量が説明されているが、ＴＦ
Ｔを形成する部分までを参照すれば良い。
【０１１８】以上のように、本発明は実施例１及び図１
で説明したように、素子の求める機能に応じて適切な構
造のＴＦＴを配置することを主旨としており、その作製
方法に限定されるものではない。即ち、実施例１に示し
た作製工程は一実施例であって、図１若しくは実施例１
の図５（Ｃ）の構造が実現できるのであれば、他の作製
工程を用いても問題ではない。
【０１１９】なお、図１若しくは図５（Ｃ）の構造に実
施例２～４のいずれかの構成を組み合わせた場合につい
ても、そのような構造を作製するにあたって本実施例に
示したような作製工程を組み合わせることは可能であ
る。
【０１２０】〔実施例６〕実施例１において、図４
（Ａ）の工程と図４（Ｂ）の工程との間に、ゲート絶縁
膜３１２をエッチングする工程を加えても良い。即ち、
図４（Ａ）に示すようにｎ型不純物元素を添加した後、
ゲート電極３１３～３１７および容量形成用電極３１８
をマスクとして自己整合的にゲート絶縁膜３１２をエッ
チングする。このエッチングは活性層が露呈するまで行
う。
【０１２１】本実施例では、実施例１用いたゲート絶縁
膜が窒化酸化珪素膜であるため、エッチングガスとして
ＣＨＦ

3
ガスを用いたドライエッチングを行う。勿論、

他のエッチング条件はこれに限定されるものではない。
【０１２２】そして、露呈した活性層に対して図４
（Ｂ）に示すようにｎ型不純物元素の添加工程を行う。
この工程ではゲート絶縁膜を通さずに直接リンを活性層
へ添加することになるため、非常に短時間で処理を行う
ことができる。また、添加時の加速電圧も低くて済むの
で、活性層へのダメージも低減しうる。
【０１２３】後は、実施例１の工程に従ってＥＬ表示装
置を完成させれば良い。なお、本実施例の構成は実施例
１～５のいずれの構成とも自由に組み合わせて実施する
ことが可能である。
【０１２４】〔実施例７〕本実施例では、実施例１と異
なる構造の画素を形成したアクティブマトリクス型ＥＬ
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表示装置について説明する。
【０１２５】図１０（Ａ）は本実施例のＥＬ表示装置で
あるが、ＴＦＴ構造は実施例１（図５（Ｃ）参照）と同
様である。本実施例では画素電極１００１、陰極１００
２、ＥＬ層１００３および陽極１００４を形成し、陰極
１００２、ＥＬ層１００３および陽極１００４でＥＬ素
子１０００を形成する。このとき、画素電極１００１は
公知の如何なる導電膜を用いても良い。また、本実施例
では陰極１００２としてＭｇＡｇ膜を用い、陽極１００
４として酸化亜鉛に酸化ガリウムを添加した透明導電膜
を用いる。なお、ＥＬ層１００３は公知の材料を組み合
わせて形成すれば良い。
【０１２６】本実施例では、画素電極１００１のコンタ
クト部（画素電極１００１と電流制御用ＴＦＴ２０２と
が接続された部分）に形成された凹部（窪み）が絶縁物
１００５で埋め込まれ、さらに画素電極１００１の端部
が絶縁物１００６で覆われている点に特徴がある。
【０１２７】絶縁物１００５は上記凹部を埋め込むこと
で段差によるＥＬ層の被覆不良を防止している。第２層
間絶縁膜３５０に形成されたコンタクトホールが深い
（段差が高い）とＥＬ層の被覆不良が生じて陰極１００
２と陽極１００４が短絡する恐れがある。そのため、本
実施例では凹部を絶縁物１００５で埋め込むことにより
ＥＬ層の被覆不良を防ぐことを特徴としている。
【０１２８】また、同様に画素電極１００１の端部は画
素電極１００１の膜厚分の段差が生じているため、絶縁
物１００５と同様の理由により絶縁物１００６を形成す
る。これにより画素電極１００１の端部において陰極１
００２と陽極１００４の短絡を確実に防ぐことができ
る。また、画素電極１００１の端部は電界集中を起こし
てＥＬ層１００３の劣化が進行しやすいため、絶縁物１
００６を設けることでＥＬ層１００３に電界集中しない
ようにする目的もある。
【０１２９】また、図１０（Ｂ）は電流制御用ＴＦＴの
活性層にＬＤＤ領域を形成しない構造とした場合の例で
ある。ＥＬ素子にかかる電圧が１０Ｖ以下、好ましくは
５Ｖ以下となった場合、ホットキャリアによる劣化は殆
ど問題とならないため、このような構造とすることが可
能である。即ち、図１０（Ｂ）の構造では、電流制御用
ＴＦＴの活性層がソース領域１０１０、ドレイン領域１
０１１およびチャネル形成領域１０１２からなる。
【０１３０】なお、本実施例の構成は実施例１～６のい
ずれの構成とも自由に組み合わせて実施することが可能
である。
【０１３１】〔実施例８〕本発明のＥＬ表示装置を駆動
は、画像信号としてアナログ信号を用いたアナログ駆動
を行うこともできるし、デジタル信号を用いたデジタル
駆動を行うこともできる。
【０１３２】アナログ駆動を行う場合、スイッチング用
ＴＦＴのソース配線にはアナログ信号が送られ、その階
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調情報を含んだアナログ信号が電流制御用ＴＦＴのゲー
ト電圧となる。そして、電流制御用ＴＦＴでＥＬ素子に
流れる電流を制御し、ＥＬ素子の発光強度を制御して階
調表示を行う。
【０１３３】一方、デジタル駆動を行う場合、アナログ
的な階調表示とは異なり、時分割駆動と呼ばれる階調表
示を行う。即ち、発光時間の長さを調節することで、視
覚的に色階調が変化しているように見せる。
【０１３４】ＥＬ素子は液晶素子に比べて非常に応答速
度が速いため、高速で駆動することが可能である。その
ため、１フレームを複数のサブフレームに分割して階調
表示を行う時分割駆動に適した素子であると言える。
【０１３５】このように、本発明は素子構造に関する技
術であるので、駆動方法は如何なるものであっても構わ
ない。
【０１３６】〔実施例９〕実施例１ではＥＬ層として有
機ＥＬ材料を用いることが好ましいとしたが、本発明は
無機ＥＬ材料を用いても実施できる。但し、現在の無機
ＥＬ材料は非常に駆動電圧が高いため、アナログ駆動を
行う場合には、そのような駆動電圧に耐えうる耐圧特性
を有するＴＦＴを用いなければならない。
【０１３７】または、将来的にさらに駆動電圧の低い無
機ＥＬ材料が開発されれば、本発明に適用することは可
能である。
【０１３８】また、本実施例の構成は、実施例１～７の
いずれの構成とも自由に組み合わせることが可能であ
る。
【０１３９】〔実施例１０〕本発明のＥＬ表示装置の外
観図を説明する。なお、図１１（Ａ）は本発明のＥＬ表
示装置の上面図であり、図１１（Ｂ）はその断面図であ
る。
【０１４０】図１１（Ａ）において、４００１は基板、
４００２は画素部、４００３はソース側駆動回路、４０
０４はゲート側駆動回路であり、それぞれの駆動回路は
配線４００５を経てＦＰＣ（フレキシブルプリントサー
キット）４００６に至り、外部機器へと接続される。
【０１４１】このとき、画素部４００２、ソース側駆動
回路４００３及びゲート側駆動回路４００４を囲むよう
にして第１シール材４１０１、カバー材４１０２、充填
材４１０３及び第２シール材４１０４が設けられてい
る。
【０１４２】また、図１１（Ｂ）は図１１（Ａ）をＡ－
Ａ’で切断した断面図に相当し、基板４００１の上にソ
ース側駆動回路４００３に含まれる駆動ＴＦＴ（但し、
ここではｎチャネル型ＴＦＴとｐチャネル型ＴＦＴを図
示している。）４２０１及び画素部４００２に含まれる
電流制御用ＴＦＴ４２０２が形成されている。
【０１４３】本実施例では、駆動ＴＦＴ４２０１には図
５（Ｃ）のｎチャネル型ＴＦＴ２０５とｐチャネル型Ｔ
ＦＴ２０６と同じ構造のＴＦＴが用いられ、電流制御用
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ＴＦＴ４２０２には図１のｎチャネル型ＴＦＴ２０２と
同じ構造のＴＦＴが用いられる。また、画素部４００２
には電流制御用ＴＦＴ４２０２のゲートに接続された保
持容量（図示せず）が設けられる。
【０１４４】駆動ＴＦＴ４２０１及び画素ＴＦＴ４２０
２の上には樹脂材料でなる層間絶縁膜（平坦化膜）４３
０１が形成され、その上に画素ＴＦＴ４２０２のドレイ
ンと電気的に接続する画素電極（陰極）４３０２が形成
される。画素電極４３０２としては仕事関数の小さい導
電膜が用いられる。金属膜としては、周期表の１族また
は２族に属する元素を含む導電膜（代表的にはアルミニ
ウム、銅もしくは銀に、アルカリ金属元素もしくはアル
カリ土類金属元素を含ませた導電膜）を用いることがで
きる。
【０１４５】そして、画素電極４３０２の上には絶縁膜
４３０３が形成され、絶縁膜４３０３は画素電極４３０
２の上に開口部が形成されている。この開口部におい
て、画素電極４３０２の上にはＥＬ（エレクトロルミネ
ッセンス）層４３０４が形成される。ＥＬ層４３０４は
公知の有機ＥＬ材料または無機ＥＬ材料を用いることが
できる。また、有機ＥＬ材料には低分子系（モノマー
系）材料と高分子系（ポリマー系）材料があるがどちら
を用いても良い。
【０１４６】ＥＬ層４３０４の形成方法は公知の蒸着技
術もしくは塗布法技術を用いれば良い。また、ＥＬ層の
構造は正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層ま
たは電子注入層を自由に組み合わせて積層構造または単
層構造とすれば良い。
【０１４７】ＥＬ層４３０４の上には透明導電膜からな
る陽極４３０５が形成される。透明導電膜としては、酸
化インジウムと酸化スズとの化合物、酸化インジウムと
酸化亜鉛との化合物、酸化インジウム、酸化スズ、酸化
亜鉛もしくはそれらにガリウムを添加した化合物を含む
導電膜を用いることができる。
【０１４８】また、陽極４３０５とＥＬ層４３０４の界
面に存在する水分や酸素は極力排除しておくことが望ま
しい。従って、真空中で両者を連続成膜するか、ＥＬ層
４３０４を窒素または希ガス雰囲気で形成し、酸素や水
分に触れさせないまま陽極４３０５を形成するといった
工夫が必要である。本実施例ではマルチチャンバー方式
（クラスターツール方式）の成膜装置を用いることで上
述のような成膜を可能とする。
【０１４９】そして陽極４３０５は４３０６で示される
領域において配線４００５に電気的に接続される。配線
４００５は陽極４３０５に所定の電圧を与えるための配
線であり、異方導電性フィルム４３０７を介してＦＰＣ
４００６に電気的に接続される。
【０１５０】以上のようにして、画素電極（陰極）４３
０２、ＥＬ層４３０４及び陽極４３０５からなるＥＬ素
子が形成される。このＥＬ素子は、第１シール材４１０
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１及び第１シール材４１０１によって基板４００１に貼
り合わされたカバー材４１０２で囲まれ、充填材４１０
３により封入されている。
【０１５１】カバー材４１０２としては、ガラス材また
はプラスチック材（プラスチックフィルムも含む）を用
いることができる。プラスチック材としては、ＦＲＰ
（Ｆｉｂｅｒｇｌａｓｓ－Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ  Ｐｌ
ａｓｔｉｃｓ）板、ＰＶＦ（ポリビニルフルオライド）
フィルム、マイラーフィルム、ポリエステルフィルムま
たはアクリル樹脂フィルムを用いることができる。
【０１５２】また、充填材４１０３としては紫外線硬化
樹脂または熱硬化樹脂を用いることができ、ＰＶＣ（ポ
リビニルクロライド）、アクリル、ポリイミド、エポキ
シ樹脂、シリコーン樹脂、ＰＶＢ（ポリビニルブチラ
ル）またはＥＶＡ（エチレンビニルアセテート）を用い
ることができる。この充填材４１０３の内部に吸湿性物
質（好ましくは酸化バリウム）を設けておくとＥＬ素子
の劣化を抑制できる。
【０１５３】また、充填材４１０３の中にスペーサを含
有させてもよい。このとき、スペーサを酸化バリウムで
形成すればスペーサ自体に吸湿性をもたせることが可能
である。また、スペーサを設けた場合、スペーサからの
圧力を緩和するバッファ層として陽極４３０５上に樹脂
膜を設けることも有効である。
【０１５４】また、配線４００５は異方導電性フィルム
４３０７を介してＦＰＣ４００６に電気的に接続され
る。配線４００５は画素部４００２、ソース側駆動回路
４００３及びゲート側駆動回路４００４に送られる信号
をＦＰＣ４００６に伝え、ＦＰＣ４００６により外部機
器と電気的に接続される。
【０１５５】また、本実施例では第１シール材４１０１
の露呈部及びＦＰＣ４００６の一部を覆うように第２シ
ール材４１０４を設け、ＥＬ素子を徹底的に外気から遮
断する構造となっている。こうして図１１（Ｂ）の断面
構造を有するＥＬ表示装置となる。なお、本実施例のＥ
Ｌ表示装置は実施例１～９のいずれの構成を組み合わせ
て作製しても構わない。
【０１５６】〔実施例１１〕本実施例では、本発明のＥ
Ｌ表示装置の画素構造の例を図１２（Ａ）～（Ｃ）に示
す。なお、本実施例において、４６０１はスイッチング
用ＴＦＴ４６０２のソース配線、４６０３はスイッチン
グ用ＴＦＴ４６０２のゲート配線、４６０４は電流制御
用ＴＦＴ、４６０５はコンデンサ、４６０６、４６０８
は電流供給線、４６０７はＥＬ素子とする。
【０１５７】図１２（Ａ）は、二つの画素間で電流供給
線４６０６を共通とした場合の例である。即ち、二つの
画素が電流供給線４６０６を中心に線対称となるように
形成されている点に特徴がある。この場合、電流供給線
の本数を減らすことができるため、画素部をさらに高精
細化することができる。
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【０１５８】また、図１２（Ｂ）は、電流供給線４６０
８をゲート配線４６０３と平行に設けた場合の例であ
る。なお、図１２（Ｂ）では電流供給線４６０８とゲー
ト配線４６０３とが重ならないように設けた構造となっ
ているが、両者が異なる層に形成される配線であれば、
絶縁膜を介して重なるように設けることもできる。この
場合、電流供給線４６０８とゲート配線４６０３とで専
有面積を共有させることができるため、画素部をさらに
高精細化することができる。
【０１５９】また、図１２（Ｃ）は、図１２（Ｂ）の構
造と同様に電流供給線４６０８をゲート配線４６０３と
平行に設け、さらに、二つの画素を電流供給線４６０８
を中心に線対称となるように形成する点に特徴がある。
また、電流供給線４６０８をゲート配線４６０３のいず
れか一方と重なるように設けることも有効である。この
場合、電流供給線の本数を減らすことができるため、画
素部をさらに高精細化することができる。
【０１６０】なお、本実施例の構成は実施例１～１０の
いずれの構成とも自由に組み合わせることが可能であ
る。
【０１６１】〔実施例１３〕本実施例では、本発明のＥ
Ｌ表示装置の画素構造の例を図１３（Ａ）、（Ｂ）に示
す。なお、本実施例において、４７０１はスイッチング
用ＴＦＴ４７０２のソース配線、４７０３はスイッチン
グ用ＴＦＴ４７０２のゲート配線、４７０４は電流制御
用ＴＦＴ、４７０５はコンデンサ（省略することも可
能）、４７０６は電流供給線、、４７０７は電源制御用
ＴＦＴ、４７０８は電源制御用ゲート配線、４７０９は
ＥＬ素子とする。電源制御用ＴＦＴ４７０７の動作につ
いては特願平１１－３４１２７２号を参照すると良い。
【０１６２】また、本実施例では電源制御用ＴＦＴ４７
０７を電流制御用ＴＦＴ４７０４とＥＬ素子４７０８と
の間に設けているが、電源制御用ＴＦＴ４７０７とＥＬ
素子４７０８との間に電流制御用ＴＦＴ４７０４が設け
られた構造としても良い。また、電源制御用ＴＦＴ４７
０７は電流制御用ＴＦＴ４７０４と同一構造とするか、
同一の活性層で直列させて形成するのが好ましい。
【０１６３】また、図１３（Ａ）は、二つの画素間で電
流供給線４７０６を共通とした場合の例である。即ち、
二つの画素が電流供給線４７０６を中心に線対称となる
ように形成されている点に特徴がある。この場合、電流
供給線の本数を減らすことができるため、画素部をさら
に高精細化することができる。
【０１６４】また、図１３（Ｂ）は、ゲート配線４７０
３と平行に電流供給線４７１０を設け、ソース配線４７
０１と平行に電源制御用ゲート配線４７１１を設けた場
合の例である。なお、図１３（Ｂ）では電流供給線４７
１０とゲート配線４７０３とが重ならないように設けた
構造となっているが、両者が異なる層に形成される配線
であれば、絶縁膜を介して重なるように設けることもで
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きる。この場合、電流供給線４７１０とゲート配線４７
０３とで専有面積を共有させることができるため、画素
部をさらに高精細化することができる。
【０１６５】なお、本実施例の構成は実施例１～１０の
いずれの構成とも自由に組み合わせることが可能であ
る。
【０１６６】〔実施例１４〕本実施例では、本発明のＥ
Ｌ表示装置の画素構造の例を図１４（Ａ）、（Ｂ）に示
す。なお、本実施例において、４８０１はスイッチング
用ＴＦＴ４８０２のソース配線、４８０３はスイッチン
グ用ＴＦＴ４８０２のゲート配線、４８０４は電流制御
用ＴＦＴ、４８０５はコンデンサ（省略することも可
能）、４８０６は電流供給線、、４８０７は消去用ＴＦ
Ｔ、４８０８は消去用ゲート配線、４８０９はＥＬ素子
とする。消去用ＴＦＴ４８０７の動作については特願平
１１－３３８７８６号を参照すると良い。
【０１６７】消去用ＴＦＴ４８０７のドレインは電流制
御用ＴＦＴ４８０４のゲートに接続され、電流制御用Ｔ
ＦＴ４８０４のゲート電圧を強制的に変化させることが
できるようになっている。なお、消去用ＴＦＴ４８０７
はｎチャネル型ＴＦＴとしてもｐチャネル型ＴＦＴとし
ても良いが、オフ電流を小さくできるようにスイッチン
グ用ＴＦＴ４８０２と同一構造とすることが好ましい。
【０１６８】また、図１４（Ａ）は、二つの画素間で電
流供給線４８０６を共通とした場合の例である。即ち、
二つの画素が電流供給線４８０６を中心に線対称となる
ように形成されている点に特徴がある。この場合、電流
供給線の本数を減らすことができるため、画素部をさら
に高精細化することができる。
【０１６９】また、図１４（Ｂ）は、ゲート配線４８０
３と平行に電流供給線４８１０を設け、ソース配線４８
０１と平行に消去用ゲート配線４８１１を設けた場合の
例である。なお、図１４（Ｂ）では電流供給線４８１０
とゲート配線４８０３とが重ならないように設けた構造
となっているが、両者が異なる層に形成される配線であ
れば、絶縁膜を介して重なるように設けることもでき
る。この場合、電流供給線４８１０とゲート配線４８０
３とで専有面積を共有させることができるため、画素部
をさらに高精細化することができる。
【０１７０】なお、本実施例の構成は実施例１～１０の
いずれの構成とも自由に組み合わせることが可能であ
る。
【０１７１】〔実施例１５〕本発明のＥＬ表示装置は画
素内にいくつのＴＦＴを設けた構造としても良い。実施
例１３、１４ではＴＦＴを三つ設けた例を示している
が、四つ乃至六つのＴＦＴを設けても構わない。本発明
はＥＬ表示装置の画素構造に限定されずに実施すること
が可能である。
【０１７２】なお、本実施例の構成は実施例１～１０の
いずれの構成とも自由に組み合わせることが可能であ

24
る。
【０１７３】〔実施例１６〕本発明を実施して形成した
ＥＬ表示装置は様々な電気器具の表示部として用いるこ
とができる。例えば、ＴＶ放送等を鑑賞するには対角２
０～６０インチの本発明のＥＬ表示装置を筐体に組み込
んだディスプレイを用いるとよい。なお、ＥＬ表示装置
を筐体に組み込んだディスプレイには、パソコン用ディ
スプレイ、ＴＶ放送受信用ディスプレイ、広告表示用デ
ィスプレイ等の全ての情報表示用ディスプレイが含まれ
る。
【０１７４】また、その他の本発明の電気器具として
は、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディス
プレイ（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーショ
ンシステム、音楽再生装置（カーオーディオ、オーディ
オコンポ等）、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲー
ム機器、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電
話、携帯型ゲーム機または電子書籍）、画像再生装置
（記録媒体に記録された画像を再生し、その画像を表示
する表示部を備えた装置）が挙げられる。それら電気器
具の具体例を図１５、図１６に示す。
【０１７５】図１５（Ａ）はＥＬ表示装置を筐体に組み
込んだディスプレイであり、筐体２００１、支持台２０
０２、表示部２００３を含む。本発明のＥＬ表示装置は
表示部２００３に用いることができる。このようなディ
スプレイは自発光型であるためバックライトが必要な
く、液晶ディスプレイよりも薄い表示部とすることがで
きる。
【０１７６】図１５（Ｂ）はビデオカメラであり、本体
２１０１、表示部２１０２、音声入力部２１０３、操作
スイッチ２１０４、バッテリー２１０５、受像部２１０
６を含む。本発明のＥＬ表示装置は表示部２１０２に用
いることができる。
【０１７７】図１５（Ｃ）は頭部取り付け型のＥＬディ
スプレイの一部（右片側）であり、本体２２０１、信号
ケーブル２２０２、頭部固定バンド２２０３、表示部２
２０４、光学系２２０５、発光装置２２０６を含む。本
発明はＥＬ表示装置２２０６に用いることができる。
【０１７８】図１５（Ｄ）は記録媒体を備えた画像再生
装置（具体的にはＤＶＤ再生装置）であり、本体２３０
１、記録媒体（ＤＶＤ等）２３０２、操作スイッチ２３
０３、表示部（ａ）２３０４、表示部（ｂ）２３０５を
含む。表示部（ａ）は主として画像情報を表示し、表示
部（ｂ）は主として文字情報を表示するが、本発明のＥ
Ｌ表示装置はこれら表示部（ａ）、（ｂ）に用いること
ができる。なお、記録媒体を備えた画像再生装置には家
庭用ゲーム機器なども含まれる。
【０１７９】図１５（Ｅ）は携帯型（モバイル）コンピ
ュータであり、本体２４０１、カメラ部２４０２、受像
部２４０３、操作スイッチ２４０４、表示部２４０５を
含む。本発明のＥＬ表示装置は表示部２４０５に用いる
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ことができる。
【０１８０】図１５（Ｆ）はパーソナルコンピュータで
あり、本体２５０１、筐体２５０２、表示部２５０３、
キーボード２５０４を含む。本発明のＥＬ表示装置は表
示部２５０３に用いることができる。
【０１８１】なお、将来的に発光輝度がさらに高くなれ
ば、出力した画像情報を含む光をレンズや光ファイバー
等で拡大投影してフロント型若しくはリア型のプロジェ
クターに用いることも可能となる。
【０１８２】また、発光装置は発光している部分が電力
を消費するため、発光部分が極力少なくなるように情報
を表示することが望ましい。従って、携帯情報端末、特
に携帯電話や音楽再生装置のような文字情報を主とする
表示部に発光装置を用いる場合には、非発光部分を背景
として文字情報を発光部分で形成するように駆動するこ
とが望ましい。
【０１８３】ここで図１６（Ａ）は携帯電話であり、本
体２６０１、音声出力部２６０２、音声入力部２６０
３、表示部２６０４、操作スイッチ２６０５、アンテナ
２６０６を含む。本発明のＥＬ表示装置は表示部２６０
４に用いることができる。なお、表示部２６０４は黒色
の背景に白色の文字を表示することで携帯電話の消費電
力を抑えることができる。
【０１８４】また、図１６（Ｂ）は音楽再生装置、具体
的にはカーオーディオであり、本体２７０１、表示部２
７０２、操作スイッチ２７０３、２７０４を含む。本発
明のＥＬ表示装置は表示部２７０２に用いることができ
る。また、本実施例では車載用のカーオーディオを示す
が、携帯型や家庭用の音楽再生装置に用いても良い。な
お、表示部２７０４は黒色の背景に白色の文字を表示す
ることで消費電力を抑えられる。これは携帯型の音楽再
生装置において特に有効である。
【０１８５】以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広
く、あらゆる分野の電気器具に用いることが可能であ
る。また、本実施例の電気器具は実施例１～１５に示し
たいずれの構成のＥＬ表示装置を用いても良い。
【０１８６】
【発明の効果】本発明を用いることで、同一の絶縁体上
に、素子の求める仕様に応じて適切な性能のＴＦＴを配
置することが可能となり、ＥＬ表示装置の動作性能や信
頼性を大幅に向上させることができる。
【０１８７】具体的には、動作速度を重視するＴＦＴ構*
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*造と低オフ電流値であることを重視するＴＦＴ構造とを
同一の絶縁体上において、使い分けることができる。そ
れによりＥＬ表示装置の画素に配置するスイッチング用
ＴＦＴはオフ電流値を十分に低くさせることができ、電
流制御用ＴＦＴはホットキャリア注入による劣化を防ぐ
と共にオフ電流値を十分に低くさせることができる。
【０１８８】また、そのようなＥＬ表示装置を表示ディ
スプレイとして用いることで、画像品質が良く、耐久性
のある（信頼性の高い）応用製品（電気器具）を生産す
ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】    ＥＬ表示装置の画素部の断面構造を示す
図。
【図２】    ＥＬ表示装置の画素部の上面構造を示す
図。
【図３】    アクティブマトリクス型ＥＬ表示装置の作
製工程を示す図。
【図４】    アクティブマトリクス型ＥＬ表示装置の作
製工程を示す図。
【図５】    アクティブマトリクス型ＥＬ表示装置の作
製工程を示す図。
【図６】    ＥＬ表示装置の画素部の断面構造を示す
図。
【図７】    ＥＬ表示装置の画素部の素子構成を示す
図。
【図８】    ＥＬ表示装置のサンプリング回路の素子構
成を示す図。
【図９】    ＥＬ表示装置の画素部の断面構造を示す
図。
【図１０】  ＥＬ表示装置の画素部の断面構造を示す
図。
【図１１】  ＥＬ表示装置の上面構造及び断面構造を示
す図。
【図１２】  ＥＬ表示装置の画素部の回路構成を示す
図。
【図１３】  ＥＬ表示装置の画素部の回路構成を示す
図。
【図１４】  ＥＬ表示装置の画素部の回路構成を示す
図。
【図１５】  電気器具の具体例を示す図。
【図１６】  電気器具の具体例を示す図。

【図８】



(15) 特開２００３－３１７９６１

【図１】

【図２】 【図６】

【図７】

【図９】

【図１３】



(16) 特開２００３－３１７９６１

【図３】

【図４】

【図１２】

【図１４】



(17) 特開２００３－３１７９６１

【図５】

【図１０】

【図１６】



(18) 特開２００３－３１７９６１

【図１１】 【図１５】

  
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
  
Ｆターム(参考） 3K007 AB11 AB17 DB03 GA00 
                5C094 AA02 AA53 BA03 BA12 BA27
                      CA19 DA09 DA13 DB01 FA02
                      FB14 HA06 HA07 HA08 
                5F110 AA06 AA30 BB02 BB04 CC02
                      DD01 DD02 DD03 DD05 DD15
                      EE01 EE04 EE05 EE06 EE09
                      EE14 EE15 EE28 EE44 FF04
                      GG01 GG02 GG13 GG25 HJ01
                      HJ04 HJ12 HJ13 HJ18 HJ23
                      HL04 HL06 HL23 HM12 HM15
                      NN03 NN22 NN23 NN24 NN27
                      NN35 NN36 NN71 NN73 NN78
                      PP01 PP02 PP03 PP34 QQ11
                      QQ24 QQ25 QQ28 



专利名称(译) EL表示装置

公开(公告)号 JP2003317961A 公开(公告)日 2003-11-07

申请号 JP2003027199 申请日 2000-04-25

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司

[标]发明人 山内幸夫
福永健司

发明人 山内 幸夫
福永 健司

IPC分类号 H01L51/50 G09F9/30 H01L21/336 H01L21/77 H01L27/12 H01L27/13 H01L27/32 H01L29/786 H05B33
/12 H05B33/14

CPC分类号 H01L27/1255 G09G2300/0426 G09G2300/0842 G09G2300/0861 H01L27/12 H01L27/1214 H01L27
/124 H01L27/1251 H01L27/13 H01L27/322 H01L27/3244 H01L27/3262 H01L27/3265 H01L27/3276 
H01L29/66757 H01L29/78621 H01L29/78627 H01L2251/5315

FI分类号 H05B33/14.A G09F9/30.338 G09F9/30.365.Z H01L29/78.614 H01L29/78.616.A G09F9/30.365 H01L27
/32

F-TERM分类号 3K007/AB11 3K007/AB17 3K007/DB03 3K007/GA00 5C094/AA02 5C094/AA53 5C094/BA03 5C094
/BA12 5C094/BA27 5C094/CA19 5C094/DA09 5C094/DA13 5C094/DB01 5C094/FA02 5C094/FB14 
5C094/HA06 5C094/HA07 5C094/HA08 5F110/AA06 5F110/AA30 5F110/BB02 5F110/BB04 5F110
/CC02 5F110/DD01 5F110/DD02 5F110/DD03 5F110/DD05 5F110/DD15 5F110/EE01 5F110/EE04 
5F110/EE05 5F110/EE06 5F110/EE09 5F110/EE14 5F110/EE15 5F110/EE28 5F110/EE44 5F110
/FF04 5F110/GG01 5F110/GG02 5F110/GG13 5F110/GG25 5F110/HJ01 5F110/HJ04 5F110/HJ12 
5F110/HJ13 5F110/HJ18 5F110/HJ23 5F110/HL04 5F110/HL06 5F110/HL23 5F110/HM12 5F110
/HM15 5F110/NN03 5F110/NN22 5F110/NN23 5F110/NN24 5F110/NN27 5F110/NN35 5F110/NN36 
5F110/NN71 5F110/NN73 5F110/NN78 5F110/PP01 5F110/PP02 5F110/PP03 5F110/PP34 5F110
/QQ11 5F110/QQ24 5F110/QQ25 5F110/QQ28 3K107/AA01 3K107/AA05 3K107/BB01 3K107/CC14 
3K107/CC21 3K107/CC31 3K107/EE03 3K107/EE22 3K107/EE24 3K107/HH05

优先权 1999119466 1999-04-27 JP

其他公开文献 JP2003317961A5

摘要(译)

解决的问题：提供一种具有高操作性能和高可靠性的EL显示装置。 形成
在像素中的开关TFT 4702的LDD区域形成为不与栅电极重叠，并且具有
强调截止电流值的减小的结构。 电流控制TFT 4704和电源控制TFT的
LDD区域4707形成为与栅电极部分重叠，并且具有集中于防止热载流子
注入和减小截止电流值的结构。 因此，通过根据所需功能将具有不同结
构的TFT设置在同一基板上，可以提高整个EL显示装置的操作性能和可
靠性。
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